
ビルメンテナンス業における労働安全衛生規則
の内容（労働災害防止、化学物質）

及び働き方改革に関する説明会

令和 ７年 ６月２５日
福岡中央労働基準監督署
安全衛生課 弥吉 栄輝



１ 労働災害防止

２ 労働安全衛生規則（熱中症）
の改正内容

３ 労働安全衛生規則（ストレス
チェック）の改正内容

４ 働き方改革



休業４日以上の労働災害
（令和６年：福岡労働局管内）
全 業 種 ６，１１３件

２７件（死亡災害）
ビルメンテナンス業 ２１２件（３．５％）

死亡災害 令和５年 １件
令和６年 １件

●労働災害発生状況
１ 労働災害防止



福岡労働局管内の年別労働災害発生状況
ビルメンテナンス業



事故の型別 起因物別

福岡労働局管内の労働災害発生状況
ビルメンテナンス業（令和６年︓２１２件） 建築物

足場
通路
屋根等
階段

はしご等
手工具



年齢別 経験年数別

福岡労働局管内の労働災害発生状況
ビルメンテナンス業（令和６年︓２１２件）

・６０歳以上で７０％を占めている。



令和５年
エレベーターホールの床のカーペットの清掃作業を始めるた

め、ポリッシャー（カーペット等を洗浄する機械）を立てた状
態で同僚の労働者に電源プラグをコンセントに差してもらった
ところ、ポリッシャーの電源スイッチがＯＮ（入）になってお
り、ポリッシャーが不意に激しく回転し、コードが被災者の首
や胴体に巻き付いた。

令和６年
清掃業務を行う被災者が勤務のため市道を軽自動車で運転中、

中央線をはみ出し、対向車線の乗用車と衝突した

死亡災害（事例）



不安全・不衛生な状態 不安全・不衛生な行動

（1）機械・設備等物自体の欠陥
（2）安全設備等の欠陥
（3）作業場所、物の置き方等の欠陥
（4）保護具・服装等の欠陥
（5）作業環境の欠陥
（6）自然環境、外的要因による欠陥
（7）作業方法の欠陥
（８）その他及び分類不能

（9） 安全装置等を取り外す
（10）安全措置等の不履行
（11）不安全・不衛生な状態を放置
（12）危険または有害な状態を作る
（13）機械等の指定外の使用
（14）運転中の機械等の掃除､修理等
（15）保護具・服装の欠陥
（16）その他の危険有害場所への接近
（17）その他の不安全・不衛生な行動
（18）運転の失敗
（19）誤った動作



不安全行動を無くすには
・安全教育の徹底︓

・新入社員教育・作業教育・管理監督者教育・安全衛生委員教育・
・教育方法︓実際の事例（絵・写真・ビデオ）を使用し具体的に分か

りやすい形で行う。
・特に安全教育で必要なことは、絶対にやってはならない「危険な行

動・動作」の教育（説明）である。
・安全朝礼︓

・全社朝礼・職場朝礼・作業現場での合同朝礼・他
・安全夕礼︓

・職場・現場にて適時（必要に応じて）実施
・危険表示︓

・機械や通路などいろいろ教育・指導しても、作業時や通行時は忘れ
がち。適切な表示をして注意を促すこと。

・ヒューマンエラーの防止︓
・人的な要因によるミスを防止するため「作業環境・健康」の改善・

管 理を実施
・作業環境管理︓

作業場の『温度・照明・騒音など」の人的影響要因の改善・管理



●労働災害防止対策

① 転倒

② 墜落・転落

③ 高年齢労働者対策



• トイレの床で、中腰になり、掃除機を置き、立ち上がろう
としたところ、足を滑らせ、後方に倒れた。

• マット清掃のため、掃除機を使用していたところ、通路上
に置いていた段ボールに掃除機のコードが引っ掛かり、前の
めりに倒れた。

• 清掃用具を持って廊下を歩いていたところ、躓いて転倒し
た。

• 清掃用具をカートに入れ、カートを押して移動していたと
ころ、足がもつれ、前のめりに転倒した。

• 廊下の清掃作業中、濡れていた箇所で足を滑らせ転倒した。

• 廊下の清掃作業中、自らのモップに足を取られ転倒した。

① 転倒災害



過去の分析では、女性労働者が７６％、高齢者が７
２％と多く発生。休業1か月以上が６５％を占め、転
倒災害であっても、大腿骨の骨折などにより、重い後
遺障害が残る場合もあり、軽視できません。

年齢別 休業日数別性別



転倒時の類型



第14次労働災害防止計画
重点事項

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

転倒予防対策

転倒災害の特徴及び取り組んでもらいたいこと。
・加齢による骨密度の低下が顕著な高年齢労働者（６０歳以上）で４９％を
占めており、極めて高い発生率となっているため、個々の労働者の転倒や怪
我のしやすさへの対応（転倒等リスクチェックの実施と結果を踏まえた運動
プログラムの導入等、骨粗しょう症検診の受診勧奨等のソフト対策）が必要。
・転倒災害の多くは、つまづき（３７．８％）、滑り（３１．８％）であり、
環境づくり（段差の解消・見える化、通路や作業場所の床の水等の拭き取り、
整理整頓の徹底等のハード対策）が必要。
・第三次産業（特に小売業、社会福祉施設、飲食店）において、注意喚起を
しておくことで防げた災害も多いことから、パート・アルバイトの労働者も
含めて安全衛生教育を着実に実施することが必要。



アウトプット指標（令和９年まで）
転倒防止（ハード・ソフト両面からの対策）に取り組む事業場を
50％以上
正社員以外への安全衛生教育の実施率を80％以上
（卸売業・小売業／医療・福祉）

アウトカム指標（令和９年まで）
転倒の死傷年千人率を令和４年と比較して男女とも増加に歯止め
転倒による平均休業見込日数を40日以下

事業者がアウトプット指標を達成した結果として期
待される事項をアウトカム指標として定め、本計画に
定める実施事項の効果検証を行うための指標として取
り扱う。



「転倒」災害防止のポイント
■ 床の水濡れはすぐにふき取り、洗浄床は立入禁止とする。

■ 滑りにくい作業靴を着用する。

■ 床・階段は急がずゆっくりと移動する。

■ 転倒の危険性、身体機能の衰えを理解する。
（適度な運動、筋力維持、バランス機能の向上）



② 墜落・転落災害
• ビルの窓ガラスを清掃中、６階バルコニーから転落した。

• ルーフドレンの清掃のため、脚立をはしご代わりに昇降し
ていたところ、降りようとした際に脚立から転落した。

• 脚立を使ってロッカーの上部の清掃を行い、脚立から降り
ようとしたところ、足を滑らせ、転落した。

• 脚立を使って上部配管の清掃作業を行っていたところ、脚
立が倒れ、地面に落下した。

• 脚立の天板に乗って、片手に掃除機を持って掃除をしてい
たところ、バランスを崩して転落した。



以下の２点について検討してみましょう
○ はしごや脚立の使用自体を避けられないですか︖
○ 墜落の危険性が相対的に低いローリングタワー（移動式

足場）、可搬式作業台、手すり付き脚立、高所作業車など
に変更できないですか︖

「墜落・転落」災害防止のポイント
■ できるだけ高所作業は行わない

（高所用ワイパー等活用）

■ 椅子等には乗らない

■ 脚立使用する際はルールを確認・遵守する。

■ 保護帽（墜落転落用）を使用する。







◆高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンド
リーガイドライン）に基づく職場改善は、正社員、パート、アルバイト、派
遣などの雇用形態にかかわらず、全員参加で取り組むことが重要です。

③ 高年齢労働者対策



第14次労働災害防止計画
重点事項

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

高齢者対策
１︓安全衛生管理体制の確立等

（経営トップ自ら安全衛生方針を表明し、担当組織・担当者を指定、リスクアセス
メントの実施）

２︓職場環境の改善
（身体機能の低下を補う設備・装置の導入、高年齢労働者の特性を考慮した作業管

理、勤務形態等の工夫）
３︓高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

（健康測定等により、事業者、高年齢労働者双方が健康や体力の状況を客観的に把
握）

４︓高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
（把握した状況に応じて適合する業務をマッチング、身体機能の維持向上への取

組）
５︓安全衛生教育

（写真や映像等の情報を活用した安全衛生教育、経験のない業種や業務に従事する
場合の丁寧な教育訓練）



アウトプット指標（令和９年まで）
「エイジフレンドリーガイドライン」
に沿った対策を講じる事業場を50％以上

アウトカム指標（令和９年まで）
高年齢労働者の死傷年千人率を令和４年と比較して男女とも増加に歯
止め

事業者がアウトプット指標を達成した結果として期
待される事項をアウトカム指標として定め、本計画に
定める実施事項の効果検証を行うための指標として取
り扱う。

エイジフレンドリーガイドライン全文（厚生労働省HP)
令和2年3月16日付け基安発0316第１号通知



＜高年齢労働者への配慮＞
◆ 作業環境の整備

・ 重量物の取り扱い時は補助具を使用、複数人で作業する
・ 不安定な姿勢での作業をやめる
・ 階段や傾斜に手すりや滑り止めの設置、段差をなくす
・ 照明を明るく、掲示物の文字を大きくする
・ 警告音を大きく、聴覚だけでなく視覚でも情報伝達する

◆ 作業管理による配慮
・ 経験を活かせる配置にする
・ 作業における役割分担を明確にする
・ 十分な教育を行う

◆ ルール遵守の徹底
・ ルールを守らないことで何が起こるか教育する
・ 若者の見本になるように諭す



問い合わせ先
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
「エイジフレンドリー補助金事務センター」
（ホームページhttps://www.jashcon-age.or.jp）
申請担当 TEL︓０３（６８０９）４０８５ ＦＡＸ︓０３（６８０９）４０８６
支払担当 TEL︓０３（６３８１）７５０７ ＦＡＸ︓０３（６８０９）４０８６
受付時間 平日１０︓００～１２︓００ / １３︓００～１６︓００

https://www.jashcon-age.or.jp


改正の趣旨
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作

業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能
となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防
止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付け
る。

改正の概要
○以下１、２の事項を事業者に義務付けること。

１ 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ
定め、関係作業者に対して周知すること

２ 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手
順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

３ 労働安全衛生規則（熱中症）の改正内容



労働安全衛生規則 第６１２条の２
（労働安全衛生法 第２２条）
第１項

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれの
ある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を
有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業
に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業
に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
第２項

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれの
ある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の
冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪
化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業
に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなけれ
ばならない。

令和７年６月１日施行

(罰則) 
労働安全衛生法 第１１９条

６月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。



「熱中症」とは、
高温多湿な環境下において、体内の水分や塩分（ナトリウム等）バランスが崩れ

る、体温の調整機能が破綻する等して、発症する障害の総称であること。

「暑熱な場所」とは、
湿球黒球温度（WBGT）が28度以上又は気温が31度以上の場所をいい、必ずしも

事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労
働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時
等も含む趣旨であること。

また、「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのあ
る作業」とは、上記の場所において、継続して１時間以上又は１日当たり４時間を
超えて行われることが見込まれる作業をいうこと。

なお、非定常作業、臨時の作業等であっても上記の条件を満たすことが見込まれ
る場合は対象となること。

「暑熱な場所に該当するか否か」は、
原則として作業が行われる場所で湿球黒球温度又は気温を実測することにより判

断する必要があるが、例えば、通風のよい屋外作業について、天気予報（スマート
フォン等のアプリケーションによるものを含む。）、環境省の運営する熱中症予防
情報サイト等の活用によって判断可能な場合には、これらを用いても差し支えない
こと。



「周知」は、
報告先等が作業者に確実に伝わることが必要である。その方法には、事業場の見
やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭
によることがあり、原則いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である場合な
ど口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がい
る場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこと。
また、現場で周知した結果の記録の保存までは法令では求めていないが、労働基
準監督署による確認に際しては、事業者として適切に対応することが求められるこ
と。



「報告をさせる体制の整備」には、
熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連

絡先及び当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生
ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つこ
とが含まれるものであること。また、作業者から電話等による報告を受けるだけでな
く、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から推奨される
方法として、責任者等による作業場所の巡視、２人以上の作業者が作業中に互いの健
康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症の
リスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組合せなどが挙げ
られること。ただし、ウェアラブルデバイスによる管理については、必ずしも当該機
器を着用した者の状態を正確に把握することができるわけではないため、他の方法と
組み合わせる等により、リスク管理の精度を高めることが望ましいこと。

「報告をさせる体制の整備」は
「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われることが想定される作業日の作業開始
前までに行っておく必要があるが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下
で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、当該作業に従
事することが見込まれる者に周知しておくよう努めること。

基発０５２０第６号（令和７年５月２０日）
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

基発０５２０第７号（令和７年５月２０日）
職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について



熱中症の原因と発生しやすい職場の条件



熱中症による労働災害発生状況



職場で熱中症になった人（死亡者及び休業４日以上の業務上疾病者の数）



熱中症による死傷者数の月別の状況（令和３年～令和６年）



熱中症による死傷者数の時間帯別の状況（令和３年～令和６年）





ヒアリング概要（総論）
○ 「熱中症基本対策要綱」等に盛り込んでいる事項は現場において積極的に実施すべきであ

り、その一部については重篤化防止の観点から義務化も含めて強化することが適当。
○ 熱中症を重篤化させないためには、以下の２点が重要。

① 可能な限り早期に異常が認められる者（熱中症になりそうな者）を発見すること
② 異常が認められる者に対し、「暑熱作業からの早期離脱」、「早期の身体冷却」、

「有効な休憩設備の利用」、「躊躇ない医療機関への搬送（水分摂取等の様子がおかし
い場合）」を実施すること

○ 熱中症を重篤化させないためには、各現場において、「作業内容や作業環境に伴う熱中症
リスク」や上記①～②の具体的実施方法を分かりやすい形で管理者・作業者が共有すること
が重要。

ヒアリング概要（各論・一部抜粋）
○ 具体的な措置を事業者に義務付ける場合の基準は設けるべきだが、 WBGTや気温の数値の

みで一律に定めるのではなく、「WBGTの値」、「作業強度」、「作業時の着衣の状況」等
の組合せによることが必要であるが、WBGT28度を超えると急激に、救急搬送者数も増え
るため、これを一つの線引きとすることが適当。

○ 異常を発見するための対応としては、職場巡視等によって自覚症状の有無や受け答えに異
変がないかを確認することが必要であるが、具体的な実施方法については、現場の実情に応
じ、バディ制やウェアラブル端末の活用など実効性の高い方法とするべき。

○ 異常が認められる者が発生した場合の対応に関する教育については非常に重要。作業者に
対する教育は、「熱中症基本対策要綱」で示している「熱中症予防管理者」など、熱中症予
防対策に詳しい管理者を各現場において選任し、その者が中心となって実施することが望ま
しい。



ウェアラブル端末で体調の見える化









改正の趣旨
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作

業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能
となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防
止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付け
る。





動画の紹介

厚生労働省 職場における熱中症予防情報 で検索︕





約１４分



いつもと違うと思ったら、熱中症を疑え



４ 労働安全衛生規則（ストレスチェック）の
改正内容

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の概要
１．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
２．職場のメンタルヘルス対策の推進
３．化学物質による健康障害防止対策等の推進
４．機械等による労働災害の防止の促進等
５．高齢者の労働災害防止の推進

令和７年５月１４日公布

職場のメンタルヘルス対策については、
公布後３年以内に政令で定める日

令和１０年５月１４日までに施行される予定。



○ 精神障害の労災支給決定件数は、令和５年度は883件と過
去最多。メンタルヘルス不調により連続１か月以上休業又は
退職した労働者がいる事業場割合は、近年上昇傾向にあり、
１割を超えて推移。

○ 第14次労働災害防止計画において、国、事業者、労働者等
の関係者が一 体となって目指す目標として、「メンタルヘ
ルス対策に取り組む事業場の 割合を2027年（令和９年）ま
でに80％以上とする」、「労働者数50人未満の小規模事業場
におけるストレスチェック実施の割合を2027年（令和９年）
までに50％以上とする」を掲げている。

○ 一方、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合は、50
人以上の事業場で91.3％となっているが、30～49人の事業
場では71.8％、10～29人では56.6％（令和５年労働安全
衛生調査）と、小規模事業場においては未だ取組が低調。

ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策の現状等



精神障害の労災補償状況



支給決定件数出来事の類型順位

１５７（１０）パワーハラスメント１

１１１（０）悲惨な事故や災害の体験・目撃２

１０３（０）セクシャルハラスメント３

１００（１８）仕事内容・仕事量の大きな変化４

７１（５）特別な出来事５

５９（１）同僚等から、暴行またはいじめ・嫌がらせ６

５２（１）顧客・取引先・正接利用者等からの著しい迷惑行為７

４７（２）病気やケガ８

３５（８）１ヶ月に８０時間以上の時間外労働９

３３（７）２週間にわたって連続勤務１０

精神障害の出来事別支給決定件数（令和５年度︓上位１０項目）

（ ）内は自殺（未遂を含む）の件数で、内数。
出典︓過労死等の労災補償状況



メンタル不調により休業または退職した労働者がいる事業所の割合



職業生活での強い不安、悩み、ストレスを感じている内容



第14次労働災害防止計画
重点事項

労働者の健康確保対策の推進
（メンタルヘルス対策・過重労働対策）

事業者に取り組んでもらいたいこと
メンタルヘルス対策

・ストレスチェックの実施にとどまらず、ストレスチェック
の結果をもとに集団分析を行い、職場環境の改善を実施。

・職場のハラスメント防止対策。
過重労働対策

・長時間労働者への医師による面接指導や、産業保健スタッ
フ（保健師、看護師等）による相談支援



アウトプット指標（令和９年まで）
・メンタルヘルス対策に取り組む事業場を80％以上とする。
・50人未満の小規模事業場のストレスチェック実施の割合を50％以上
・必要な産業保健サービスを提供している事業場を80％以上とする。
・企業の年次有給休暇の取得率を70％以上
・勤務間インターバル制度を導入している企業を15％以上

アウトカム指標（令和９年まで）
・自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスがあると

する労働者を50％未満
・週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇
用者を５％以下

事業者がアウトプット指標を達成した結果として期待される
事項をアウトカム指標として定め、本計画に定める実施事項の
効果検証を行うための指標として取り扱う。



○ 事業場における労働者のメンタルヘルスケアは、メンタルヘルス不調を未然に防止
する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う「二次予
防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する「三次予防」に分
けられる。
○ ストレスチェック制度は、これらのうち特に一次予防のための措置を強化する観点
から平成２７年に導入され、当該制度の推進等を通じて、事業場におけるメンタルヘ
ルス対策の促進が図られている。

メンタルヘルス対策の体系とストレスチェック制度



ストレスチェック制度の実施手順



「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」



外部機関が提供するストレスチェック関連サービスの状況



産業保健活動総合支援事業

福岡地域産業保健推進センター TEL092-852-1521 対象地域 福岡市
筑紫中央地域産業保健推進センター TEL092-923-1388 対象地域 春日市、大野城市、筑紫野市、

太宰府市、那珂川市



働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
















































